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七
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広
島
県
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
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年
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月
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十
五
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広
島
県
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

広
島
県
決
裁
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
広
島
県
訓
令
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
六
東
部
保
健
所
長
の
項
第
一
号
中
㈤
を
㈦
と
し
、
㈣
を
㈥
と
し
、
㈢
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

㈣ 

第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
病
院
の
業
務
に
係
る
措
置
の
命
令 

 
 

㈤ 

第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
病
院
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止
の
命
令 

 

別
表
第
六
東
部
保
健
所
長
の
項
第
二
号
中
「
前
号
㈡
か
ら
㈣
ま
で
」
を
「
前
号
㈡
か
ら
㈥
ま
で
」
に
改
め

る
。 

 
 
 

附 

則 
 

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


